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連絡先 〒146-0085 大田区久が原 4-19-24 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  呑川沿いのある200種以上の樹木も一斉に芽吹きのときを迎えま
す。最近の新聞記事に芭蕉の「よく見ればなずな花咲く垣根かな」の

句が載っていました。芽吹きウォークとはそのようなものでしょう。

樹木に大変くわしい可児さんの案内により次のとおり芽吹きウォーク

を行います。ご都合のつく方は是非ご参加ください。 
日 時 ： ４月１９日（土曜日）１０時  ～ １５時  

集合場所： 第二京浜国道・呑川交差地点の池上橋下流側・・・10時 

講 師 ： 可児  昭雄  さん 

範 囲 ： 池上橋～京浜蒲田  

参 加 費 ： ５００円      持参品： 弁当、飲み物  

小雨決行 微妙な場合は当日 8 時 30 分～9 時の間に福井宛連絡ください。 

        電話  ０８０－３４００－６０１８  
 
 

 

 

 

現在の東京都は昭和 61 年に総合的な治水対策を定め、それに基づき施策を進めてきたが、昨

今の降雨状況、社会環境の変化等に対応するため、去年の 8 月 都市整備局、建設局、下水道

局で新たに「東京都豪雨対策基本方針」を発表していますので、ご紹介いたします。 （基本方針

は東京都都市整備局のHP で閲覧できます） 

 

豪雨対策の目指すところ 

 10 年後の目標 

  時間降雨 55 ミリまでは床上浸水等を防止 

  既往最大降雨でも生命安全の確保 

 長期見通し（概ね 30 年後） 

  時間降雨 60 ミリまでは浸水を解消 

  時間降雨 75 ミリまでは床上浸水等を防止 

の み が わ 

ὄ ἬȚɬɯʾɵȸȡỏ᷃ɟ 

̧Ӑ  ὄ ɟȚəȑȸȦɘϘ  

10 年後までに時間降雨 55 ミリまで床上浸水の防止 

＜東 京 都 豪 雨 対 策 基 本 方 針 の 策 定＞ 
 

呑川の会 e-mail nomigawa@r00.itscom.net 

呑川の会 HP http://home.m00.itscom.net/nomigawa/ 

高橋会員 HP http://homepage2.nifty.com/aoiyume/ 
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  既往最大降雨でも生命安全を確保 

 

そのための対策は「流域対策」（浸透ます、緑地確保等による雨水の地下浸透策）、「河川・下水

道整備（流下施設）」（河道・下水道管そのものの整備）、「河川・下水道整備（貯留施設）」（環７地

下にあるような一時的な雨水の貯留施設）、「家づくり・まちづくり対策」（高床建築、地下空間浸水

対策等の促進）、「避難方策の強化」（洪水情報の周知態勢強化）と５つに区分・整理して進めよう

としています。 

  

 10 年後の目標である床上浸水等の防止する時間降雨 55 ミリに対しては「流域対策」で 5 ミリ、

「河川・下水道整備（流下施設）」と、「河川・下水道整備（貯留施設）」で 50 ミリを受け持つことにし

ています。ちなみに呑川は現在「河川・下水道整備（流下施設）」だけで 50 ミリ対応はほぼできて

おり、「流域対策」分は1.5 ミリ分（平成 17年度末実績約6万㎥）進んでいるので大雑把には呑川

については時間 51.5 ミリ降雨までは洪水にならない。それに対し神田川は「流域対策」では 3.３ミ

リ分（平成 17 年度末実績約 62 万㎥）と進んでいるが「河川・下水道整備（流下施設）」と、「河川・

下水道整備（貯留施設）」ではまだ 50 ミリ対応ができておらず、「流域対策」を含めた全体としても

まだ 50 ミリ対応は完了してないそうです。 

 また現在時間降雨 50 ミリに対しての各河川の「河川・下水道整備（流下施設）」だけの達成度を

その河川の「整備率」、それに「河川下水道整備（貯留施設）」を加味した達成度を「治水安全度

達成率」と定めているが、流域対策を含めた総合指標はまだ作成されておらず、20年度に神田川、

渋谷・古川の 2 河川に作成予定とか。 

 

 

 

 (文 責  福 井  甫 ) 

 

 

3月11日の大田区区議会予算特別委員会で奈須議員が次の2テーマについて質問されました。 

１． 呑川の浄化と河川管理について 

２． 建築紛争などからみえる大田区のまちづくりの課題について 

詳細は大田区区議会のホームページで質問状況の映像を見ることができますが、うち呑川につ

いての部分の骨子は次の通りです。 

  （ホームページは次の手順による  大田区議会→議会中継→平成 20 年→平成 20 年予算

特別委員会→奈須利江再生（44 分）） 

 

質問１  小池湧水の呑川への流入 

呑川の水源は落合水再生センターの下水処理水36000㎥に98%依存している。そのような中で上

池台にある小池公園の湧水は日量平均 144 ㎥で、これは都営地下鉄から導水している湧水 140

㎥に匹敵する水量であるが、これを現在は下水道に排水してしまい非常に勿体ない話である。こ

れを洗足流れを経由して呑川の流すことは考えられないか。 

 

回答  管路の確保の問題、および湧水が小池で 2 週間ほど滞留するため植物プランクトンの発生な

ど水質の汚れ、またその水の洗足流れ、呑川への影響等の問題もあるので、今後の検討課題としたい。 

区に呑川につての協議会の設置を！ 

－区議会で奈須議員が呑川について質問－ 
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質問２ 大田区開発指導要綱の改正 

道路や建物に降った雨を透水性舗装や雨水浸透枡などで下水に流さず、地面に染み込ませるこ

とは下水が呑川に流れ込むことを防止するためにも、湧水を確保するためにも有効な対策である。

現在大田区の開発指導要綱では 1000 ㎡以上の開発と流域内の集合住宅に雨水流出抑制対策

として貯留施設や浸透施設の設置を指導しているがこれを「面積を更に引き下げる」、「集合住宅

だけでなく個人住宅にも対象」として水の自然の循環にもどすことが必要ではないか。 

 

回答 対象面積を 500 ㎡以上に下げるとともに、個人住宅についても従来の浸透枡の助成を強化す

るだけでなく、小規模住宅における貯留槽の助成制度も創設し、今年度に予算計上している。このよう

なことにより水を自然の循環に戻すようにしてゆきたい。 

  （注 大田区は今後 500 ㎡以上に下げられるが、葛飾区では既に 300 ㎡以上になっている） 

 

質問３ 越流水対策について下水道局への働きかけの強化 

昨年の、区長の議会答弁どおり、都下水道局、建設局、大田区まちづくり課、環境保全課が一堂

に会した「浄化対策研究会」が発足した。一方下水道法 21条では越流水の水質調査を義務付け

ているが、都は呑川については行っていない上、都の「新・合流改善クイックプラン」のモデル地

区に呑川が入っていないのは区民として到底納得できない。現実の呑川の越流水対策が遅々と

して進まない理由がここにあると考えられる。是非水質調査とともに呑川流域の対策が促進される

よう浄化対策研究会を通じて下水道局に働きかけてもらいたい。 

 

回答 ご指摘のとおり水質調査はしなければならない義務がある。ただこれは東京都の方で取り組んで

いないので、呑川の越流時の水質について下水道局に報告しながら調査をすすめ改善してゆきたいと

考える。今後も浄化対策研究会を通じ呑川の越流後の河川の実態を総合的に把握しながら効果的

な対策を実施するよう強く働きかけて行きたいと考えている。 

 

質問４ 下水道局と連携した雨水浸透枡設置の指導強化 

小金井市では新築、増改築の際、市下水道課との協議において雨水浸透枡の設置の協力が求

められるため、ほぼ全ての建物で浸透枡の設置が行われている。浄化対策研究会をひとつの契

機として、新築時の雨水浸透枡の設置を下水道局と連携して建築主に対し指導する仕組みをつ

くってはどうか。 

 

回答 建築主については建替え時が一つの機会であり、助成制度の PR を充実させてゆきたい。下水

道局も新築･改築時に指導してもらいたいがその際 区の浸透施設のパンフレット紹介など協力を求め

るなど、下水道局との連携を強めてゆきたい。 

 

質問５ 呑川未改修区間の改修工事への建設局への申し入れ 

平成 18 年度の第四回定例会においてまちづくり推進部長は自然の浄化作用を活性化する効果

があるので自然の河床を保全してゆきたいと答弁している。八幡橋付近の改修工事、さらにいず

れ近い将来実施される新幹線横断地点から下流側の未改修区間の改修工事は三面護岸をコン

クリート張りにするのではなく、生物の生息を念頭にした自然に近い形での河川改修ができるよう

東京都に対して申し入れてもらえないか。 
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回答 呑川の生き物環境を整えることは基本的には価値のあることと思う。特にユスリカ対策としての効

果も期待できる。ただし、台風時の増水を考えると自然に近い形での改修は困難である。今後未改修

区間の改修工事は継続して実施してゆくと聞いているので東京都に生物の生育を含めた改修工事や

維持管理に一層の配慮を求めたい。 

 

質問６ 住民等との協議会の設置 

JR 蒲田付近は自然の川の浄化作用を促そうとしているにもかかわらず、なぜ八幡橋付近の改修

工事で逆のことが起きるのか。一つはこれまで浄化対策研究会のような仕組みがなかったことがあ

げられようが、もう一つ重要なことは地域住民の意見を反映できる仕組みがなかったことにあるの

ではないか。そこで呑川を地域に親しまれる川として、また大田区の核となる地域資源としてどの

ようにしていくかを区民・専門家・行政などが協働で進める場として「協議会」をつくってはどうか 

 

回答 昨年 11 月には「呑川をきれいにする会との意見交換を行ったが、今後もこれは定期的に開催し

てゆきたい。現時点では協議会の設置は困難と考える。 

  この質問に対し、奈須議員は再度公式な位置づけである「協議会」についての松原区長の考えを

質したが、秋山副区長が定期的に話し合いの場を持ち都の方に、皆さんのご意見をきちんと伝えたいと

思っていると答弁するに止まった。 

 

質問７ 西蒲田地区の河床構造の改善 

呑川の悪臭防止のため、定期的に河床の浚渫をすることは意味があるが、現在は機械的に浚渫

しているため、御成橋付近より山野橋付近の方が深くなってしまい、潮の干満の影響もあり、山野

橋付近に汚濁物質を滞留させる結果を招いており、現在の単なる浚渫はかえって悪臭を招き、無

駄な費用を投じていることになる。早急に浚渫の方法を改めるとともに深くなってしまった河床の

形質を改善する必要があると思うがどう考えるか。 

 

回答 浚渫は治水対策上から実施しているが、河床の状況を測量した上で、河床を整斉する必要が

あると考えるので東京都と測量等も含めながら協議したい。 

 

要望 調査研究機関等への調査委託とその結果に基づく協議会での検討の仕組み 

最後に呑川対策はきちんとした調査・データの下に進められるべきであり、信頼できる調査研究

機関やコンサルタントへの調査を委託すること。そしてその調査結果をもとに先ほど提案した区民

参加の協議会の中で充分に検討できる仕組みを作ってもらうことを要望したい。 

 

 4 Ȼ ȴ Ẻṭ ș ᵌȢəɋȤȬǷ Ẻṭ ȼ֡Ǻὄ ȸ ɟ Ȭəȳȑ

ȳǶ υ Ȼ 2ʻ ȴɏȪȻ˴ȱȸȁὄ Ṗ Ȼ Ȃɟ ȟɖəɋ

ȤȬǷȪȻɕȓȷ Ȼ˾Ƕ ᾜȻ ȷ ᶾȻȏɘ ῘȸɕɗǶּ϶ȵȤȳᶍἕ

Țȷ ș ȘȰȬɕȓȸ ȑɋȦǷ ȷẇ ϘȻ ș ɎɖəȷȘȰȬȻȼ ȴ

ȦșǶὄ ɟȚəȑȸȦɘϘȵȻ ȷϘἌȼ׀ ȸ ɎɖəȬȻȴǶΞ ȼȪȻּסɟ

ȤǶΞ⇔Ȼ Ȼ̙ȴȼ ȷ⇔ ȸ ɋȰȳȑɘ ȸȱȑȳɏɏȰȵד϶ ȸ

ɟͮ ȤȳɓȜ șȏɘȴȤɔȓǷɋȬ˴ ὄ ȸ ɟ ȱ Ƕ −϶ș

ȬȮȻ ḧȸỏ᷃ȢəɘɕȓὛɀȘȞȳɓȜȠȵɏ ȵ ȑɋȦǷ   ζ˾
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ɗ ȕ Ȼ ʝ ʳ ʛ ɩ ʾ ʱ 

○1961年 東京都生まれ（旧姓 関 利江） 

○1982年 東洋英和女学院短大卒業 
○1982年～87年東京海上火災保険（株）勤務 
○1985年 青山学院大学文学部教育学科卒業 
○1992年～97年 夫の転勤に伴い香港在住 
○2001年 区立調布大塚小ＰＴＡ副会長 
○2002年 大田・生活者ﾈｯﾄﾜｰｸ政策委員長 

○2003年 大田区議会議員初当選 
○2003～議会の各種委員会委員、審議会委員 
○2007年 大田区議会議員二期目当選 
現在 区議会都市整備委員会委員 都市計画審議会委員 

 

呑川沿岸（工大橋～河口）の樹木 （２）           可 児  昭 

   
一雨ごとに暖かくなり木の芽が膨らみ、花が次々

に咲き出し、いよいよ華やかな季節になってきた。呑

川沿岸には春に咲く花は、55種類ある。呑川沿いも「白
木蓮・ハクモクレン」が咲き、この花が散る頃いよい

よ春の花見の主役である呑川沿いの340本の桜が次々
に咲き、歩く人を楽しませてくれる。 

（上流・右岸 86・左岸 22、中流・右岸 84・左岸
32、下流・右岸 51・左岸 69） 

その中に「八重桜」「大島桜」等があり、工大橋

付近に「ウコン」の桜が咲くが、ほとんどは「染井吉野・ソメイヨシノ」である。この桜は明治時代初期頃

から全国に普及されたものである。それ以前の花見の桜は「山桜」であった。葉より先に「イッキ」に花が

咲き「パット」散る華やかな「染井吉野」を好む人と、葉の後から花が開き、花の色が微妙に違う「山桜」

を好む人に分かれる。昔から花見で有名な奈良吉野山は「山桜」である。 
 呑川上流の世田谷区・目黒区の部分と呑川下流の旧呑川は、「呑川緑道」として桜並木になり地域住民を

楽しませているが、更に水面が見える工大橋から河口まで、もっと多くの桜が植えることが出来れば呑川全
  

ᶍ ˿ Ȼֿ  

כּ˾ Ȼ ͟Ἅ  

ȜȻ ͟Ἅ  




